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 議案第５１号 関係資料（平成２４年度当初教職員人事異動の方針について） 
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平成２４年度当初上尾市立小・中学校教職員人事異動方針細部事項（案） 
 

上尾市教育委員会  
 
１ 退職について 

(1) 定年は６０歳とし、定年退職日は、定年に達した日以後における最初の３月３１日とす

る。 
(2) 平成２４年３月３１日現在、満５０歳以上定年年齢未満で、勤続２０年以上の者が退職

する場合は、職員の退職手当に関する条例（昭和３８年埼玉県条例第１８号）の勧奨条項

を適用する。なお、学校職員勧奨退職取扱要綱第２ただし書きの「教育長が定める期日」

は、平成２３年１２月８日とする。 
 

２ 転任･転補について 
(1) 転任・転補については、本人の意向を把握し、人事異動の方針及び細部事項に基づいて

行う。 
(2) 教職員の視野を広げ、職務経験を豊かにするため、市町村間の異動を積極的に行うとと

もに、校種間の人事交流に努める。 
(3) 同一校在職３年未満の者については、原則として異動は行わない。また、妊娠中及び産

休・育休等を取得中の者、休職中の者についても原則として異動を行わない。 
(4) 教職員の異動については、性別・年齢・職務経験・免許教科（中学校）等を考慮し、教

職員組織の充実と学校相互の均衡化を図るため、計画的に推進する。 
(5) 事務職員については、職務経験等を考慮した、計画的、積極的な異動を行う。 
(6) 学校栄養職員については、配当定数等に留意し、計画的、積極的な異動を行う。 
(7) 新採用の者については、多様な経験を積ませ、資質の向上を図るため、採用後５年以内

に異動を行う。その際、原則として市町村間の異動を行う。 
(8) 学校の気風の刷新を図り、教職員の職務経験を豊かにするため、同一校在職７年以上の

者については、積極的に異動を行う。 
(9) 過員を調整するための異動については、優先して行う。また、小・中学校間の異動につ

いて、資格及び特性等を考慮して行う。 

( 1 0 ) 管理職の異動については、学校の効率的運営と適正な管理を図るため、同一校における

勤務年数等を考慮して行う。なお、同一校での校長・教頭の同時異動は避けるように努め

る。 
 

３ 長期的展望に立った人事異動計画の立案について 

教職員構成の適正化に配慮し、長期的展望に立った人事異動計画を立案する。 
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○写  
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○写  
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 議案第５２号 関係資料（上尾市スポーツ振興審議会規則の一部を改正する規則の制定について） 
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◇ 上尾市スポーツ振興審議会規則 新旧対照表 

改正前 改正後 

  上尾市スポーツ振興審議会規則   上尾市スポーツ推進審議会規則 

（目的） 

第１条 この規則は、上尾市スポーツ振興審議会条

例（昭和５１年上尾市条例第３０号）第７条の規

定に基づき、上尾市スポーツ振興審議会（以下

「審議会」という。）の運営に関し必要な事項を

定めることを目的とする。 

（目的） 

第１条 この規則は、上尾市スポーツ推進審議会条

例（昭和５１年上尾市条例第３０号）第７条の規

定に基づき、上尾市スポーツ振興審議会（以下

「審議会」という。）の運営に関し必要な事項を

定めることを目的とする。 

 



 議案第５２号 関係資料（上尾市スポーツ振興審議会規則の一部を改正する規則の制定について） 
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【 白紙 】 
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◇ 上尾市体育指導委員に関する規則 新旧対照表 

改正前 改正後 

  上尾市体育指導委員に関する規則 

（目的） 

第１条 この規則は、スポーツ振興法（昭和３６年

法律第１４１号）第１９条第２項の規定に基づく

体育指導委員の職務その他体育指導委員に関し必

要な事項を定めることを目的とする。 

  上尾市スポーツ推進委員に関する規則 

（目的） 

第１条 この規則は、スポーツ基本法（平成２３年

法律第７８号）第３２条第２項の規定に基づくス

ポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に

関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（職務） 

第２条 体育指導委員は、住民のスポーツの振興に

関し、その分担する地域又は事項について、次の

職務を行う。 

 (1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を

行うこと。 

 (2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育

成を図ること。 

 (3) 学校、公民館等の教育機関の行うスポーツの

行事又は事業に関し協力すること。 

 (4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに

関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力す

ること。 

 (5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を

深めること。 

 (６) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ

の振興のための指導助言を行うこと。 

２ 前項の規定により体育指導委員が分担する地域

又は事項は、教育長が定める。 

（職務） 

第２条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの推

進に関し、次の職務を行う。 

 

 (1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連

絡調整を行うこと。 

 (2) スポーツの実技の指導を行うこと。 

 (3) スポーツ活動の促進のため、その組織の育成

を図ること。 

 (4) 教育機関又はスポーツ団体の行うスポーツ行

事の実施に関し必要な援助を行うこと。 

 (5) スポーツについての市民の理解を深め、啓発

すること 

 (６) 前各号に掲げるもののほか、スポーツに関す

る指導及び助言を行うこと。 

 

（定数） 

第３条 体育指導委員の定数は、５０人とする。 

（定数） 

第３条 スポーツ推進委員の定数は、５０人とす

る。 

（任期） 

第４条 体育指導委員の任期は、２年とする。ただ

し、補欠の体育指導委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

２ 上尾市教育委員会は、前項の規定にかかわらず

特別の事由があるときは、同項の期間中において

も体育指導委員を解嘱することができる。 

３ 体育指導委員は、再任されることができる。 

（任期） 

第４条 スポーツ推進委員の任期は、２年とする。

ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

２ 上尾市教育委員会は、前項の規定にかかわらず

特別の事由があるときは、同項の期間中において

もスポーツ推進委員を解嘱することができる。 

３ スポーツ推進委員は、再任されることができ

る。 
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改正前 改正後 

（服務） 

第５条 体育指導委員は、相互に密接に連絡し、協

力しなければならない。 

２ 体育指導委員は、その職務を遂行するに当たっ

て、法令、条例並びに上尾市教育委員会の定める

規則及び訓令に従わなければならない。 

３ 体育指導委員は、その職の信用を傷つけ、又は

その職全体の不名誉となるような行為をしてはな

らない。 

（服務） 

第５条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡

し、協力しなければならない。 

２ スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当

たって、法令、条例並びに上尾市教育委員会の定

める規則及び訓令に従わなければならない。 

３ スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、

又はその職全体の不名誉となるような行為をして

はならない。 

（研修） 

第６条 体育指導委員は、常にその職を行う上に必

要な知識及び技術の修得に努めなければならな

い。 

（研修） 

第６条 スポーツ推進委員は、常にその職を行う上

に必要な知識及び技術の修得に努めなければなら

ない。 

（委任） 

第７条   ≪同左≫ 

（委任） 

第７条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育

長が定める。 



 

 

◇上尾市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程 新旧対照表 

改 正 前 改 正 後 

別表第３（第１３条関係） 

スポーツ振興センター所長及びスポーツ振興センター次長専決事項 

 事 項 事 務 所長専決 次長専決 

１ 市長の権限に属
する事務のうち
教育委員会が委
任を受けた事務
に関する事項 

≪省略≫   

２ 教育財産の管理
に関する事項 

≪省略≫   

３ スポーツに関す
る事項 

(1) スポーツに関する事業計画を決定するこ
と。 

(2) 体育指導委員の研修会を企画すること。 

(3) 体育備品を貸し出すこと。 

○ 
 

○ 

 

 
 

 

○ 
 

別表第３（第１３条関係） 

スポーツ振興センター所長及びスポーツ振興センター次長専決事項 

 事 項 事 務 所長専決 次長専決 

１ 市長の権限に属
する事務のうち
教育委員会が委
任を受けた事務
に関する事項 

≪省略≫   

２ 教育財産の管理
に関する事項 

≪省略≫   

３ スポーツに関す
る事項 

(1) スポーツに関する事業計画を決定するこ
と。 

(2) スポーツ推進委員の研修会を企画するこ
と。 

(3) 体育備品を貸し出すこと。 

○ 
 

○ 

 

 
 

 

○ 
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◇平成２３年度 教育委員会の事務に関する点検評価 対照表 

№ 事 業 名 
修正 
箇所 

協 議 当 初 提 出 案 修  正  案 

１ ３３００人人程程度度学学級級「「ああげげおおっっ子子  
アアッッピピーーププラランン」」事事業業  

（学務課） 

評
価
結
果 

課
題
等 

臨時教員の人材確保については、大量退職者に伴う正規職員の大量採用が数年続いてい
ること等により、苦慮している状況にあり、適切な方策を検討する必要がある。 

３０人程度学級の実施により、きめ細かい指導がなされ、学力向上も図られている。大量退
職者に伴う正規教員の大量採用が数年続いていること等により、臨時教員の人材確保が課題
となっている。今後も質の高い教育を提供するために、優秀な教員の採用に努めていく。 

２ 

 

学学習習支支援援事事業業    

（指導課） 評
価
指
標 

  

評
価
結
果 

課
題
等 

各学校が、総合的な学習の時間等に専門的な知識や技能を持つ外部指導者や学校支援ボ
ランティアを積極的に活用しており、体験活動の充実や個に応じた指導が図られてお
り、児童生徒にとって魅力ある教育活動が展開されている。また、地球にいいことチャ
レンジ事業を実施した太平中学校、南中学校においては、児童生徒の環境意識の醸成
や、児童生徒が参加する環境保全活動の充実が図られ、今後も特色ある教育活動を継続
していく。 

各学校が、総合的な学習の時間等に専門的な知識や技能を持つ外部指導者や学校支援ボラン
ティアを積極的に活用しており、体験活動の充実や個に応じた指導が図られており、児童生
徒にとって魅力ある教育活動が展開されている。学校外の教育力を積極的に取り入れるた
め、学校では外部指導者の活用予定数が増加傾向にあるが、外部指導者補助率が年々低下し
ているところが課題である。また、地球にいいことチャレンジ事業を実施した太平中学校、
南中学校においては、児童生徒の環境意識の醸成や、児童生徒が参加する環境保全活動の充
実が図られ、今後も特色ある教育活動を継続していく。 

３ 

 

元元気気なな学学校校ををつつくくるる  
地地域域連連携携推推進進事事業業  

（指導課） 

評
価
指
標 

  

４ 

 

小小学学校校理理科科支支援援員員配配置置事事業業  

（指導課） 
評
価
指
標 

  

評
価
結
果 

課
題
等 

理科好きな児童を育成することを目的とした本事業は、観察・実験を充実させること
で、科学に興味を持ち、科学的な思考力を身につけることにつながっている。本事業
は、国の事業仕分けにより、平成２４年度には統合・廃止される予定であるが、平成２
１・２２年度の２年間、市内小学校への全校配置により、理科室内の掲示物や観察・実
験に必要な器具の整理を行うことができた。今後は理科主任を中心に理科室経営を充実
させることが重要である。そのため、小学校教員の理科指導に関する指導力を一層向上
させる必要がある。また、学校応援団における学習支援ボランティアについても検討が
必要である。 

理科好きな児童を育成することを目的とした本事業は、観察・実験を充実させることで、科
学に興味を持ち、科学的な思考力を身につけることにつながっている。本事業は、国の事業
仕分けにより、平成２４年度には統合・廃止される予定であるが、平成２１・２２年度の２
年間、市内小学校への全校配置により、理科室内の掲示物や観察・実験に必要な器具の整理
を行うことができた。今後は理科主任を中心に理科室経営を充実させることが重要である。
そのため、小学校教員の理科指導に関する指導力を一層向上させる必要がある。また、理科
支援員の配置は、理科教育充実に効果的であったことから、市独自の事業としての継続実施
及び学校応援団における学習支援ボランティア等による実施について、検討が必要である。 

５ 

 

学学校校評評議議員員制制度度運運営営事事業業  

（指導課） 評
価
指
標 

  

      
 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

ボランティア報償費支給状況 １００％  １００％  １００％ 支給校数／請求校数×１００ 

地球にいいことチャレンジ事業   １校 ２校 太平中学校、南中学校 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

外部指導者補助率 ６９．１％ ６０．６％ ５０．０％ 
学校における外部指導者活用予定数
に対する補助の割合 

地球にいいことチャレンジ事業実施校数 － １校 ２校 太平中学校、南中学校 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

学校応援団設置率 １００％ １００％ １００％ 設置校／３３校×１００ 

学校応援団員数 ７，０００名 ７，６７８名 ９，７９５名 学校応援団員総数 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

理科支援員配置校数 ８校 ２２校 ２２校 配置希望小学校数 

理科支援員配置実績 ７２０時間 １，９８０時間 ７７０時間 理科教育充実に資する支援時間  

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

組織率 １００％ １００％ １００％ 
学校評議員が組織された学校数

÷全学校数×100 

評議員数 １６５人 １６５人 １６５人 評議員数 

 

※修正部分のみ抜粋（誤字脱字の修正等軽微な修正は非掲載） 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

学校応援団実施事業数 ３，４７６ 事業 ６，０７５ 事業 ６，３５２ 事業 各学校応援団実施事業数の合計 

学校応援団員数 ７，０４０ 人 ７，６７８ 人 ９，７９５ 人 学校応援団員総数 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明 

学校評議員会議開催回数 ３．１８ 回 ３．１８ 回 ３．１５ 回 
１校あたりの学校評議員会議の 
開催回数 

学校評議員研修会参加者数 １１９ 人 １２５ 人 １２３ 人 学校評議員研修会への参加者数 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

理科支援員配置校数 ８ 校／２２ 校 ２２ 校／２２ 校 ２２ 校／２２ 校 理科支援員配置小学校数 

理科支援員配置時数（年間） １５ 時間 １５．５ 時間 ５．９ 時間 １学級あたりの年間支援時間数 
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№ 事 業 名 
修正 
箇所 

協 議 当 初 提 出 案 修  正  案 

６ 

 

小小・・中中学学校校校校舎舎大大規規模模改改造造  
（（耐耐震震補補強強））事事業業  

（総務課） 

評
価
結
果 

有
効
性 

小中学校は、児童生徒が１日の大半を過ごす学習・生活の場であると同時に、地震など
の災害時には地域住民の緊急避難場所となっている。いつ起きてもおかしくない大地震
に備え、早急な耐震補強工事を実施することは児童生徒の生命を守るとともに地域防災
の拠点としての役割を果たす上でも、その必要性は極めて高い。 

小・中学校は、児童生徒が１日の大半を過ごす学習・生活の場であると同時に、地震などの
災害時には地域住民の指定避難場所となっている。いつ起きてもおかしくない大地震に備
え、早急な耐震補強工事を実施することは児童生徒の生命を守るとともに地域防災の拠点と
しての役割を果たす上でも、その必要性は極めて高い。 

７ 

 

小小・・中中学学校校校校舎舎改改築築事事業業  

（総務課） 評
価
結
果 

有
効
性 

小中学校は、児童生徒が１日の大半を過ごす学習・生活の場であると同時に、地震など
の災害時には地域住民の緊急避難場所となっている。耐震補強工事に該当しない老朽化
した校舎は「改築」と位置付け、改築工事を実施することは児童生徒の生命を守るとと
もに地域防災の拠点としての役割を果たす上でも、その必要性は極めて高い。 

小・中学校は、児童生徒が１日の大半を過ごす学習・生活の場であると同時に、地震などの
災害時には地域住民の指定避難場所となっている。耐震補強工事に該当しない老朽化した校
舎は「改築」と位置付け、いつ起きてもおかしくない大地震に備え、改築工事を実施する
ことは児童生徒の生命を守るとともに地域防災の拠点としての役割を果たす上でも、その必
要性は極めて高い。 

１０ 小小・・中中学学校校図図書書整整備備事事業業  

（総務課） 
評
価
結
果 

効
率
性 

整備指標である「学校図書館図書標準」の達成を目標として、平成１９年度から２３年
度までの整備計画を策定し取り組んでいる。現状では、整備計画の達成までには至らな
い状況であるが、僅かながら達成に向けて進んでいる状況である。現状では効率的な整
備とはいえない状況である。 

整備指標である「学校図書館図書標準」の達成を目標として、平成１９年度から２３年度ま
での整備計画を策定し取り組んでいる。現状では、整備計画の達成までには至らないが、僅
かながらではあるが目標に近づいている状況である。現状では効率的な整備とはいえない
状況である。 

１１ 準準教教科科書書・・副副読読本本整整備備事事業業  

（指導課） 評
価
指
標 

  

１２ 学学校校図図書書館館支支援援員員派派遣遣事事業業    

（指導課） 
評
価
指
標 

  

評
価
結
果 

有
効
性 

「読解力の育成」や「読書活動の推進」が強く求められる中、計画的な利用と機能の活
用を行うために、司書教諭を補助する役割としての図書館支援員の存在意義は大きい。
成果は、図書の配架、掲示物の充実、広報活動、読み聞かせ等、多方面にわたってい
る。また、司書や司書教諭の有資格者として、児童・生徒の読書指導の補助も行ってい
る。また、「子ども読書の日」の取組や図書室を利用した授業の補助、推薦図書の選定
と提示、レファレンス等が実績報告されている。ボランティアの活動に対する支援や情
報提供を行っているケースもある。 

「読解力の育成」や「読書活動の推進」が強く求められる中、計画的な利用と機能の活用を
行うために、司書教諭を補助する役割としての図書館支援員の存在意義は大きい。成果は、
図書の配架、掲示物の充実、広報活動、読み聞かせ等、多方面にわたっている。また、司書
や司書教諭の有資格者として、児童生徒の読書指導の補助も行っている。また、「子ども読
書の日」の取組や図書室を利用した授業の補助、推薦図書の選定と提示、レファレンス（調
べ学習等における本の紹介・案内）等が実績報告されている。学校応援団などのボランティ
アの活動に対する支援や情報提供を行っているケースもある。 

課
題
・
方
向
性 

支援員の配置により司書教諭の業務が補助され、支援員は、学校図書館の充実・読書活
動の推進に大きく、貢献していると評価できる。また、近年は、図書館司書、司書教諭
等の有資格者として、読書指導や学校図書館を利用した授業の補助を行うケースが増加
しており、業務の幅と役割の重要性は年々増している。しかし、週１回の支援で、多く
の業務を行うことは困難であり、「回数の増加」や「常駐」の要望が多方面から寄せら
れていることから、引き続き、支援員の増員を検討していく。読み聞かせや貸出業務に
ついては、保護者等のボランティアを活用している学校もあるが、専門性の高い業務に
ついては、支援員の力が必要である。 

支援員の配置により司書教諭の業務が補助され、支援員は、学校図書館の充実・読書活動の
推進に大きく、貢献していると評価できる。また、近年は、図書館司書、司書教諭等の有資
格者として、読書指導や学校図書館を利用した授業の補助を行うケースが増加しており、業
務の幅と役割の重要性は年々増している。しかし、週１回の支援で、多くの業務を行うこと
は困難であり、「回数の増加」や「常駐」の要望が多方面から寄せられている。読書好きの
子どもをはぐくむことは、豊かな心を育てるとともに学力の向上にもつながることから、市
内３３校への図書館支援員を常駐配置することが課題である。読み聞かせや貸出業務など、
保護者等のボランティアも必要であるが、専門性の高い業務については、支援員の力が必要
である。 

１８ 不不登登校校児児童童生生徒徒のの  
学学校校適適応応指指導導事事業業  

（教育センター） 

評
価
結
果 

効
率
性 

上尾市教育センターの教育相談事業やＳＳＷとの連携を図り、相談員からの情報をもと
に、学校適応指導教室指導員の３名が入級した児童生徒を担当し、学校復帰に向けた指
導・支援を行っている。その結果、昨年度入級した児童生徒は１００％学校復帰を果た
している。 

上尾市教育センターの教育相談事業やＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）との連携を図
り、相談員からの情報をもとに、学校適応指導教室指導員の３人が入級した児童生徒を担当
し、学校復帰に向けた指導・支援を行っている。その結果、昨年度入級した児童生徒は 
１００％学校復帰を果たしている。 

      
 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

配布率  
 

１００％ １００％ １００％ 配布校数／学校数×１００  

活用率  
 

１００％ １００％ １００％ 活用校数／学校数×１００  

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

１校あたりの巡回回数（平均）   ４３回 ４３回 ４３回 各支援員の巡回数の合計／３３校 

小学校での読み聞かせ率 ８６％    ９０％ １００％ 読み聞かせ実施校／２２校×１００ 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

１校あたりの巡回数（平均）  ４３ 回 ４３ 回 ４３ 回 各支援員の巡回数の合計／３３校 

学校図書館支援員数 ８ 人／３３ 校 ８ 人／３３ 校 ８ 人／３３ 校 
小・中学校３３校に対する 
支援員の配置数 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

道徳副読本給付率 ６７％ ６７％ ６７％ 配布冊数／児童生徒数×１００  

規律ある態度 
８０％達成項目数 ７８項目 ／１０８項目 ８９項目 ／１０８項目 ９３項目 ／１０８項目 

教育に関する３つの達成目標 
規律ある態度達成項目数（小・中学校合計） 
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№ 事 業 名 
修正 
箇所 

協 議 当 初 提 出 案 修  正  案 

１９ 教教育育相相談談事事業業  

（教育センター） 評
価
結
果 

課
題
・
方
向
性 

大幅に減少した昨年度（２１年度）と比較し、不登校児童生徒数は９人増となってい
る。また、相談件数は大きく増加し、厳しい状況となっている。不登校を出さないため
の取組や、学校復帰させるための取組の成果を上げるには、学校と教育センターの連携
強化及び、教育センターの相談機能の充実・学校適応指導教室の有効活用が必要であ
る。また、平成２３年度よりスーパーバイザーを置き、教育センターの相談員並びに指
導員の資質向上及び、教育相談や就学指導の充実と効果を高めるために、年３回のスー
パーバイズ（研修会）を実施する。 

大幅に減少した昨年度（平成２１年度）と比較し、不登校児童生徒数は９人増となってい
る。また、相談件数は大きく増加し、厳しい状況となっている。不登校を出さないための取
組や、学校復帰させるための取組の成果を上げるには、学校や家庭と教育センターの連携強
化及び、教育センターの相談機能の充実・学校適応指導教室の有効活用が必要である。ま
た、平成２３年度よりスーパーバイザーを置き、教育センターの相談員並びに指導員の資質
向上及び、教育相談や就学指導の充実と効果を高めるために、年３回のスーパーバイズ（研
修会）を実施する。 

２０ 魅魅力力ああるる学学校校づづくくりり事事業業  

（指導課） 評
価
指
標 

  

評
価
結
果 

課
題
・
方
向
性 

本市の教職員の指導力の向上や、学校の教育力向上に資する有効な手段の一つであり、
今後も継続して行っていく必要がある。また、市内各学校へ広く研究を発表すること
で、２年間の研究実績を全市的に共有化し、効率的・効果的に学校の教育水準の向上が
期待できる。さらに、各学校では、他校の研究成果をもとに指導方法の工夫改善等を図
り、特色ある取組・魅力ある学校づくりを一層推進することができる。 

３年間を見通した研究を進めることは、本市の教職員の指導力の向上や、学校の教育力向上
に資する有効な手段の一つであり、今後も継続して行っていく必要がある。また、市内各学
校へ広く研究を発表することで、３年間の研究実績を全市的に共有化し、効率的・効果的に
学校の教育水準の向上が期待できる。さらに、各学校では、他校の研究成果をもとに指導方
法の工夫改善等を図り、特色ある取組・魅力ある学校づくりを一層推進することができる。
市の教育水準の向上を図るため、研究委嘱発表校数、各学校への研究準備段階からの交付金
支給額及び研究内容等による交付金の配分割合について検討し、さらに研究委嘱を充実・発
展させていく。 

２１ 指指導導法法改改善善事事業業  

（指導課） 
評
価
指
標 

  

２３ 幼幼稚稚園園就就園園奨奨励励費費補補助助事事業業  

（総務課） 

評
価
結
果 

効
率
性 

保護者負担を軽減するとともに公私立幼稚園間の格差是正が図られ、幼児教育の機会の
確保につながり、さらには就学後の教育の充実につながるという波及効果を考えると本
事業は効果的な成果をもたらしていると考えられる。しかしながら、効率的な視点から
判断するに、国庫補助基準の複雑化に伴い、その判定作業には相当の労力を費やすこと
となっている現状を踏まえ、事業執行体制の改善を常に心がけなければならない。 

保護者負担を軽減するとともに公・私立幼稚園間の格差是正が図られ、幼児教育の機会の確
保につながり、さらには就学後の教育の充実につながるという波及効果を考えると本事業は
効果的な成果をもたらしていると考えられる。 
国庫補助限度額が毎年改定されるため、判定作業には電算システムを効果的に活用してい
る。 

課
題
・
方
向
性 

子育て支援に対する市民のニーズは高く、保護者の経済的負担の軽減及び公私立幼稚園
間の格差を是正することで幼稚園への就園を奨励し、本市幼児教育の振興を推進してい
く必要がある。 
しかしながら、事務の効率化において、事業目的が同様である「私立幼稚園児保護者負
担軽減費補助事業」とのあり方の調査・研究を進めるとともに、統合の有効性について
検討していく必要がある。 

子育て支援に対する市民のニーズは高く、保護者の経済的負担の軽減及び公私立幼稚園間の
格差を是正することで幼稚園への就園を奨励し、本市幼児教育の振興を推進していく必要が
ある。 
事業目的が同様である「私立幼稚園児保護者負担軽減費補助事業」とのあり方について研究
しているところであるが、従来対象となる保護者が対象から外れるなどの影響もあることか
ら、引き続き検討が必要である。 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

予算執行率  １００％ １００％ １００％ 決算額/予算額×１００ 

市学力調査平均値  
小学校51．9 

中学校50．9  

小学校52．5 

中学校50．9  

小学校52．4 

中学校50．7  

全国平均を５０としたときの市の

位置  

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

研修会参加率 １００％ １００％ １００％ 参加教員数／学校数×１００ 

指導の重点・努力点配布率 １００％ １００％ １００％ 配布数／教員数×１００ 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

研修会実施数 ３６ 回 ３７ 回 ３７ 回 研修会実施回数 

市学力調査平均値  
小学校 ５１．９ ５２．５ ５２．４ 

全国平均を５０としたときの市の平均値 
中学校 ５０．９ ５０．９ ５０．７ 

指導の重点・努力点 配布数 ９２８ 冊 ９３３ 冊 ９３５ 冊 小・中学校教職員への配布数 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

研究委嘱発表校数 １１校／３３校 １１校／３３校 １１校／３３校 年間委嘱研究発表校 

市学力調査平均値  
小学校 ５１．９ ５２．５ ５２．４ 

全国平均を５０としたときの市の平均値 
中学校 ５０．９ ５０．９ ５０．７ 
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№ 事 業 名 
修正 
箇所 

協 議 当 初 提 出 案 修  正  案 

２４ 私私立立幼幼稚稚園園児児  
保保護護者者負負担担軽軽減減費費補補助助事事業業  

（総務課） 

評
価
結
果 

有
効
性 

幼児教育は義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして重要なものであるが、幼
児の保護者の経済的負担は相当過度な状況にあり、本事業及び「幼稚園就園奨励費補助
事業」を実施することで保護者の経済的負担を軽減することにより、幼稚園への就園機
会を確保し経済的側面から幼児教育の振興を図っている。 

幼児教育は義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして重要なものであるが、幼児の
保護者の経済的負担は相当過度な状況にある。本事業は家庭の所得状況にかかわらず一律で
補助金を交付することから、幼稚園への就園機会をより促進し、経済的側面から幼児教育の
振興を図っている。 

課
題
・
方
向
性 

生涯における教育の基礎を培う幼児教育を推進していくため、本事業は、幼児教育の振
興について経済的な側面から支援を行っているものである。しかしながら、本市におい
ては「幼稚園就園奨励費補助事業」という保護者の経済的負担を軽減するという趣旨を
持つ事業があり、効果的効率的に幼児教育の推進をしていくために、本事業及び「幼稚
園就園奨励費補助事業」とのあり方について調査研究するとともに、事業の統合も含め
検討する必要がある。 

保護者の経済的負担を軽減する事業としては、市単独事業である本事業と国庫補助事業であ
る「幼稚園就園奨励費補助事業」とがあるが、対象が異なるために事務が煩雑化している。
事業の統合も視野に入れ研究しているところであるが、従来対象となる保護者が対象から外
れるなどの影響もあることから、引き続き検討が必要である。 

２７ 要要・・準準要要保保護護児児童童生生徒徒  
医医療療費費援援助助事事業業  

（学校保健課） 

評
価
結
果 

課
題
等 

学校の健診は４月、５月にほとんど行うが、要保護・準要保護の認定は５月～６月にな
ってしまう。そのため、認定されるまで医療券を交付できないので、治療を開始するの
が遅くなってしまう。医療券を交付しても、治療に連れて行かない家庭があるので、よ
り制度の周知・説明が必要である。 

準要保護の児童生徒の医療費は、平成２３年度から子ども医療費で対応することとなった。 

３１ 中中学学校校部部活活動動支支援援事事業業  

（指導課） 
評
価
指
標 

  

評
価
結
果 

課
題
・
方
向
性 

スポーツ、文化において高い技能、知識を持つ部活動指導員を配置することで、教員に
よる指導を補い、部活動の充実及び活性化並びに生徒の自主性、協調性、責任感、連帯
感などの育成が図られている。毎年、各校から指導員配置希望者数の合計が４５名を超
える状況があることから、配置人数の増員も視野に入れ、今後も事業を継続し実施して
いく。 

スポーツ、文化において高い技能、知識を持つ部活動指導員を配置することで、教員による
指導を補い、部活動の充実及び活性化並びに生徒の自主性、協調性、責任感、連帯感などの
育成が図られている。毎年、運動部活動に加入する生徒数が増加しており、さらに各校から
指導員配置希望者数の合計が４５人を超える状況があることから、配置人数の増員も視野に
入れ、今後も事業を継続し実施していく。 

３２ 上上尾尾市市中中学学校校吹吹奏奏楽楽演演奏奏会会
開開催催事事業業  

（指導課） 

評
価
指
標 

  

評
価
結
果 

課
題
・
方
向
性 

本年度から、大谷中学校においても吹奏楽部が組織され、市内１１校すべての中学校吹
奏楽部が、揃って参加した演奏会となった。演奏技術及び演奏態度とも,年々向上してき
ており、一般市民の方にもより多く鑑賞いただける演奏会にしていきたい。 

本年度から、大谷中学校においても吹奏楽部が組織され、市内１１校すべての中学校吹奏楽
部が、揃って参加した演奏会となった。吹奏楽部顧問が委員となる実施委員会を組織するこ
とで、顧問同士が吹奏楽指導に関する情報交換等を行い、吹奏楽部顧問の指導力の向上を図
ることができている。実施委員会の開催時期、回数等について検討し、より一層、顧問の指
導力向上を図る。また、吹奏楽演奏会の内容等をさらに充実させ、生徒の演奏技能及び演奏
態度の向上を図っていく。 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

部活動指導員配置率  － ７６．３ ％ ７８．９ ％ 
学校が希望する指導員数に対する 

配置指導員の割合 

運動部活動加入率  ７２．０ ％ ７３．３ ％ ７５．３ ％ 運動部活動加入生徒数／生徒数×100 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

部活動指導員配置数  ４５人 ４５人 ４５人 部活動配置人数  

運動部活動加入率  ７２．０％ ７３．３％ ７５．３％ 運動部活動加入生徒数／生徒数×100  

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

参加学校数 １０ 校 １０ 校 １１ 校 参加校数 

実施委員会開催回数 ２ 回 ２ 回 ２ 回 吹奏楽演奏会実施委員会開催回数 

一般参加者数  ４３８ 人 ３０２ 人 ２８２ 人 受付通過参加者数 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

参加率  １００％ １００％ １００％ 
参加校数÷吹奏楽部を有する学

校数×100  

参加者数  約９００人 約７００人 約８００人 受付人数（概数）  
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№ 事 業 名 
修正 
箇所 

協 議 当 初 提 出 案 修  正  案 

３３ 上上尾尾市市立立中中学学校校  
全全国国・・関関東東大大会会等等補補助助事事業業  

（指導課） 

評
価
指
標 

  

評
価
結
果 

課
題
・
方
向
性 

部活動は、学校教育の一環であり、家庭の経済状況等により参加不参加が決定されては
ならない。県中体連からの大会参加に関する補助金はあるが、鉄道運賃の４０％程度で
あり、参加に係る費用としては著しく不足しているため、当該補助金で補填している。
本事業を今後も継続する必要がある。また、関東大会、全国大会への参加は、市または
県の代表として活躍する生徒への支援であり、今後も継続する必要がある。 

部活動は、学校教育の一環であり、家庭の経済状況等により参加不参加が決定されてはなら
ない。県中体連からの大会参加に関する補助金はあるが、鉄道運賃の４０％程度であり、参
加に係る費用としては著しく不足しているため、当該補助金で補填している。本事業を今後
も継続する必要がある。また、関東大会、全国大会への参加は、市または県の代表として活
躍する生徒への支援であり、今後も継続する必要がある。関東・全国大会への出場者数、上
位入賞人数、大会開催地等により、当初予算を超えた場合の補助金の支出が課題である。 

３４ 日日本本語語指指導導職職員員派派遣遣事事業業  

（学務課） 

評
価
結
果 

有
効
性 

外国人児童生徒数は年々増加し、コミュニケーションに必要な母国語も増えている。 
日本語を理解できない児童生徒に対して、生活環境、生活習慣の違いもあることから、
学習の前段階として日本語指導職員が必要である。 

日本語を第二言語とする児童生徒は、年々増加する傾向にあり、コミュニケーションに必要
な母語の種類も増えている。 
日本語を理解できない児童生徒に対して、生活環境、生活習慣の違いもあることから、学習
の前段階として日本語指導職員が必要である。 

効
率
性 

母国語でコミュニケーションを図りながら日本語を指導することのできる人材は多くな
い。 
類似事業は上尾市にはない。学校外の施設で行うのではなく、学校に派遣して指導する
ことで効果がある。 

母語によりコミュニケーションを図りながら日本語を指導することのできる人材は多くな
い。 
類似事業は上尾市にはない。学校外の施設で行うのではなく、学校に派遣して指導すること
で効果がある。 

課
題
等 

母国語を理解できる日本語指導員のサポートは非常に効果的であり、外国籍の児童生徒
の増加に伴い、今後の人材確保が課題となっている。 

現在、児童生徒の実態に応じて学校と日本語指導職員の間で指導法を協議しながら行ってお
り、母語を理解できる日本語指導職員のサポートは、非常に効果的である。 
今後は日本語指導職員の指導力の向上が課題である。 

３５ 小小・・中中学学校校ＡＡＬＬＴＴ配配置置事事業業  

（指導課） 評
価
指
標 

  

評
価
結
果 

課
題
・
方
向
性 

ＡＬＴの配置により、英語によるコミュニケーション能力やその素地を高める学習活動
の充実が図られている。平成２２年度は、小学校５・６年生において年間３５時間の外
国語活動のうち、２５時間程度のＴＴを実施できるよう、小学校へＡＬＴを配置した。
今後は、年間３５時間のすべての授業においてＴＴ実施が可能となるよう、一層の充実
を図る必要がある。また、小・中学校の外国語担当教員の連携による小中学校の連続し
た外国語教育や小学校教員の外国語活動指導力の向上についてもＡＬＴとの連携によ
り、充実したものとなり、今後さらに本事業の推進が求められる。 

ＡＬＴの配置により、英語によるコミュニケーション能力やその素地を高める学習活動の充
実が図られている。平成２２年度は、小学校５・６年生において年間３５時間の外国語活動
のうち、２５時間以上のＴＴを実施できるよう、小学校へＡＬＴを配置した。今後は、年間
３５時間のすべての授業においてＴＴ実施が可能となるよう、一層の充実を図る必要があ
る。また、小・中学校の外国語担当教員の連携による小・中学校の連続した外国語教育や小
学校教員の外国語活動指導力の向上についてもＡＬＴとの連携により、充実したものとなる
ことから、今後さらに本事業の推進が求められる。全小・中学校にＡＬＴが常駐すること
で、通常の学校生活において直接、異文化に触れ、児童生徒の国際感覚等を一層はぐくむこ
とができることから、ＡＬＴの全小・中学校への配置が課題である。 

３６ 教教育育にに関関すするる  
３３つつのの達達成成目目標標推推進進事事業業  

（指導課） 
評
価
指
標 

  

      
 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

補助率  １００％ １００％ １００％ 補助者数÷全国関東出場者数×100  

負担軽減率  ７１％ ６３％ ６７％ 補助額÷総支出額×100  

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

ＡＬＴ活用時数 
小学校 １５．１ 時間 ２５．３ 時間 ３１．６ 時間 １学級あたりのＡＬＴとの外国語

活動、英語授業実施時数  
（小学校５，６年、中学校１～３年）  中学校 ２９．９ 時間 ２８．２ 時間 ２９．５ 時間 

中学生海外派遣研修応募者数 ４８ 人 ４３ 人 ５１ 人 中学生海外派遣研修応募者数  

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

ＡＬＴ活用時数 
小学校 １，９８２  ３，２３２  ４，１６７ ＡＬＴとの英語授業実施時数 

（小学校22校、中学校11校）  中学校 ５，４０９  ５，１５６  ５，３９０ 

中学生海外派遣研修応募者数 ４８人 ４３人 ５１人 中学生海外派遣研修応募者数  

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

学力の達成率 
（読む･書く･計算） 

９１ ％ ９２ ％ ９３ ％ 小・中学校全学年平均正答率 

規律ある態度 
８０％達成項目数 ７８項目 ／１０８項目 ８９項目 ／１０８項目 ９３項目 ／１０８項目 

教育に関する３つの達成目標 
規律ある態度達成項目数（小・中学校合計） 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

課題設定と取組 １００％ １００％ １００％ 実践学校数÷学校数×１００ 

学力の達成率（読む･書く･計算）  ９１％ ９２％ ９３％ 小・中学校全学年平均正答率 

規律ある態度８０％達成項目数  ７９項目 ９０項目 ９３項目 
規律ある態度達成目標１０８項目の

内、達成した項目数 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明 

関東・全国大会出場者数 ３９ 人 ３８ 人 ２５ 人 関東・全国大会出場者数 

全国大会開催地・出場者数 北信越地方・１７人 九州地方・１２人 中国地方・１１人 全国大会開催地・全国大会出場者数 

負担軽減率  ７１ ％ ６３ ％ ６７ ％ 補助額／総支出額×100  
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№ 事 業 名 
修正 
箇所 

協 議 当 初 提 出 案 修  正  案 

３７ 中中学学生生海海外外派派遣遣研研修修事事業業  

（指導課） 
評
価
結
果 

課
題
・
方
向
性 

１１日間に及ぶ海外での体験・交流活動は、日本及び外国の文化・伝統に深い理解をも
ち、相手の立場を尊重しつつ、自分の考えや意志を表現する力を育むなど、将来、国際
社会に貢献できる人材として必要な資質の育成に向けて成果をあげている。急速に国際
化が進むこれからの社会においては、国際感覚をもった人材の育成が一層必要となる。
ホームステイプログラムに関しては、スポーツ交流、文化交流、小学校訪問による日本
文化の紹介など、更に効果的なプログラムを検討する必要がある。本事業を契機に、国
際的な視野を持つ生徒がはぐくまれることからも本事業は継続していく必要がある。 

１１日間に及ぶ海外での体験・交流活動は、日本及び外国の文化・伝統に深い理解をもち、
相手の立場を尊重しつつ、自分の考えや意志を表現する力をはぐくむなど、将来、国際社会
に貢献できる人材として必要な資質の育成に向けて成果をあげている。急速に国際化が進む
これからの社会においては、国際感覚をもった人材の育成が一層必要となる。ホームステイ
プログラムに関しては、スポーツ交流、文化交流、小学校訪問による日本文化の紹介など、
更に効果的なプログラムを検討する必要がある。また、海外派遣研修を契機に、国際的な視
野を持つ生徒がはぐくまれることからも本事業は継続していく必要がある。派遣研修に参加
した生徒による校内研修報告会等を実施することで、本事業の効果はさらに高まる。 

３８ 情情報報教教育育支支援援員員配配置置事事業業  

（指導課） 
評
価
指
標 

  

４１ 児児童童生生徒徒体体力力向向上上推推進進事事業業  

（指導課） 
評
価
指
標 

  

５１ 中中学学生生  
社社会会体体験験チチャャレレンンジジ事事業業  

（指導課） 

評
価
指
標 

  

評
価
結
果 

課
題
・
方
向
性 

県の意向では、本事業は５日間の実施が望ましいとしている。上尾市としては市内の受
け入れ事業所等の状況を踏まえ、２日間の実施としているが、受け入れ先事業所及び職
場体験期間の拡充等を推進委員と協議しながら、内容を更に充実させて展開していく。 

県の意向では、本事業は５日間の実施が望ましいとしている。上尾市としては市内の受け入
れ事業所等の状況を踏まえ、２日間の実施としているが、受け入れ先事業所及び職場体験期
間の拡充等を推進委員会で協議しながら、今後増加が見込まれる高齢者施設、福祉施設等に
おける職場体験の検討を含め、さらに、受け入れ先事業所には、事業目的に対する理解を求
め、内容を更に充実させて展開していく。 

５３ 生生徒徒指指導導推推進進事事業業  

（指導課） 評
価
指
標 

  

評
価
結
果 

課
題
・
方
向
性 

生徒指導支援員…毎年４～６校の中学校からの派遣要請があり、派遣した学校は、徐々
に落ち着いた状況になり派遣の効果は明らかである。非行・問題行動の低年齢化、集団
化、再発の増加に伴い、中学校１年生からの対応が必要になるなど、今後さらに重要な
事業になる。  

上尾市生徒指導推進協議会…上尾市の生徒指導の中心となる組織であり、上尾市の学
校・家庭・地域の生徒指導力の向上を担っているため、今後ますます重要となる。 

生徒指導支援員…毎年４～６校の中学校からの派遣要請があり、派遣した学校は、徐々に落
ち着いた状況になり派遣の効果は明らかである。平成１９年度までは４校からの派遣要請が
あり、各校２日ずつ派遣できたが、平成２０年度からは、派遣要請が増加している。また、
非行・問題行動の低年齢化、集団化、再発の増加に伴い、１年生からの対応が必要になるな
ど、今後さらに重要な事業となる。  

上尾市生徒指導推進協議会…上尾市の生徒指導の中心となる組織であり、上尾市の学校・家
庭・地域の生徒指導力の向上を担っているため、今後ますます重要となる。 

      
 

 

 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

支援員配置回数 － ３２．７ 回 ２７．３ 回 １校あたりの配置回数（小・中学校） 

情報教育支援員数 － ９ 人 １０ 人 情報教育支援員及びリーダー 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

配置校  １００％ １００％ 達成値／(配置校／３３校)×100  

情報教育支援員数  ９名 １０名 情報教育支援員及びリーダー 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

新体力テスト数値（小学校）  ５６．２ ％ ３９．４ ％ ５１．０ ％ 新体力テスト調査で、県の平均値
を超えた市の項目の割合 新体力テスト数値（中学校）  ４５．８ ％ ５４．２ ％ ４７．９ ％ 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

参加児童生徒数  約8,500人 約8,300人 約8,300人 小学６年生＋中学校運動部活動生徒数  

新体力テスト数値  ４９％ ４４％ ５０％ 県平均値を超える種目数の割合  

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

職場体験充実度（生徒） ９８．６ ％ ９８．２ ％ ９７．８ ％ 参加生徒が職場体験をよいと回答した割合 

職場体験充実度（保護者） ９８．５ ％ ９９．４ ％ ９９．４ ％ 参加生徒の保護者が職場体験をよいと回答した割合 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

職場体験参加率   ９８％   ８８％ ９８％ 参加生徒数／在籍数×１００ 

職場体験充実度   ９８％   ９８％ ９８％ 職場体験をよいと回答した割合 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

派遣実施率  ９７.８％  １００％  １００％ 派遣日数／派遣予定日数×１００  

暴力行為発生件数  ４３件  ３８件  １６件 小・中学校の暴力行為発生件数 

街頭補導回数  ５５５回  ５８５回  ５５８回 年間回数  

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

支援人派遣校数 ５ 校 ６ 校 ５ 校 支援員派遣中学校数 

１校あたりの派遣日数 １．６ 日 １．３ 日 １．６ 日 派遣校１校あたりの支援員の派遣日数 

暴力行為発生件数  ４３ 件 ３８ 件 １６ 件 小・中学校の暴力行為発生件数 

街頭補導回数  ５５５ 回 ５８５ 回 ５５８ 回 各学校における年間街頭補導回数  
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№ 事 業 名 
修正 
箇所 

協 議 当 初 提 出 案 修  正  案 

５４ 学学力力向向上上支支援援事事業業  

（指導課） 
評
価
指
標 

  

５５ 生生涯涯学学習習指指導導者者  
活活動動推推進進事事業業  

（生涯学習課） 

評
価
結
果 

有
効
性 

余暇の充実、生きがいを求める市民が多くなり、学びたいときに気軽に学べる環境づく
りとして、学校開放教室を利用しての市民講座が活用されている。 

市民の生涯学習への関心が高く、要望も多様化しているなか、学びたいときに気軽に学べる
環境づくりとして、学校開放教室を利用しての市民講座が活用されている。 

効
率
性 

市民の望む生涯学習活動の一環として、参加者の様々な要望を生かした講座が開催され
ている。 

上尾市まなびすと指導者バンク活動推進会議の講師の努力により、市民講座が継続し、参加
者の様々な要望を生かした講座が開催されている。 
生涯学習ボランティア養成講座を実施し、生涯学習推進員の募集と育成を行っている。 

課
題
等 

市東側の芝川小学校と西側の平方東小学校及び富士見小学校（平成２４年度から）を生
涯学習の拠点として、市民の様々な要望を生かした市民講座の開催などを実施する。 

市東側の芝川小学校と西側の平方東小学校及び富士見小学校（平成２４年度から）を生涯学
習の拠点として、市民の様々な要望を生かした市民講座の開催などを実施する。 
ここ数年、講座の応募者が減少傾向にあるので、応募者の増加を図る。 
生涯学習推進員の充実を図り、公民館事業のボランティア活動等を深める。 

５６ 社社会会教教育育団団体体等等補補助助事事業業  

（生涯学習課） 評
価
結
果 

効
率
性 

効率的な支援となっている。 各団体の協力を得ることで、青少年の健全育成、子育て支援や親学習などの家庭教育支援を
効率的に進めている。 

課
題
等 

今後も社会教育活動としての３団体の活動を支援していく。 それぞれの団体の特性を生かした形での地域貢献活動を期待し、今後も社会教育活動として
の３団体の活動を支援していく。 

５７ 家家庭庭教教育育推推進進事事業業  

（生涯学習課） 
評
価
結
果 

有
効
性 

対象となる幼児から中学生の子どもを持つ保護者と、小中学校のＰＴＡ会員は、入学と
卒業により毎年変わるので、家庭教育について考える機会の場を提供するこの事業は効
果的であり、継続的に取り組む必要がある。 

家庭の教育力の低下が指摘されている中、家庭教育について考える機会の場を提供するこの
事業は効果的である。対象となる幼児から中学生の子どもを持つ保護者と、小・中学校のＰ
ＴＡ会員は、入学と卒業により毎年変わるので、継続的に取り組む必要がある。 

課
題
等 

地域ぐるみの子育ての実現に向けて、幼稚園・学校・家庭・地域と連携し、家庭教育の
充実を図るため、継続的に取り組んでいく。 

地域ぐるみの子育ての実現に向けて、幼稚園・学校・家庭・地域と連携し、家庭教育の充実
を図るため、継続的に取り組んでいく。また、より多くの保護者に家庭教育を考える機会を
提供できるよう、委託団体や講演会の参加人数の増加を図っていく。 

５８ ブブッッククススタターートト事事業業  

（図書館） 

評
価
結
果 

有
効
性 

ブックスタ－トは平成２０年度より実施。大変好評で、新生児と保護者が本を通じてゆ
っくりとしたふれあいの時間を持ち、新生児を健やかに育むことは大切である。 

ブックスタ－トは平成２０年度より実施している。これは、早い時期からの読書に親しむ環
境づくりの一助となっている。 
また兄姉をもつ子どもも多く、絵本の重複を避けるため、今年度より手渡す絵本の変更を行
った。 

効
率
性 

受診率の高い４ヵ月児健診を利用して、職員と市民ボランティアとともに効率的に配布
している。９５％以上の配布率である。 

受診率の高い４か月児健康診査を利用して、職員と市民ボランティアとともに渡し忘れのな
いよう効率的に配布しており、４か月児健康診査においては受診者全員に配布することがで
きている。対象児全体としての配布率は９５．５％であった。 

課
題
等 

未渡しの場合は、保健師による訪問時に手渡すこととなり、さらに配布率は向上する予
定。手渡し後の読書活動につなげていく事業を実施したい。 

配布率を向上させるには、４か月児健康診査を未受診の方にどのように渡すかがポイントと
なる。そこで保健センタ－の協力を得て、平成２２年度より保健師による家庭訪問時に絵本
の受理確認をし、未受理であれば手渡してもらうこととした。また、手渡し後の読書活動支
援として、赤ちゃんのおはなし会（仮称）を平成２３年度より開催していく予定である。 

      
 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

学力向上プラン作成校 １００％ １００％ １００％ 学力向上プラン作成校の割合 

市学力調査平均値 
小学校51.9 

中学校50.9  

小学校52.5 

中学校50.9  

小学校 52.2 

中学校 51.0 
全国平均を５０としたときの市の位置 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

市学力調査平均値  
小学校 ５１．９ ５２．５ ５２．４ 

全国平均を５０としたときの市の平均値 
中学校 ５０．９ ５０．９ ５０．７ 

家庭等で学習して 

いる児童生徒の割合 

小６ － ５５．６ ％ ５７．０ ％ 学校以外で１時間以上学習する児童 

生徒（小学６年・中学３年）の割合 中３ － ６６．４ ％ ６５．５ ％ 

 



 

－ 21 － 

№ 事 業 名 
修正 
箇所 

協 議 当 初 提 出 案 修  正  案 

５９ 公公民民館館講講座座事事業業  

（生涯学習課） 
評
価
結
果 

有
効
性 

社会教育施設として各種講座事業を開催することにより、市民の学習要求に応えてお
り、今後も継続的に開催する必要がある。 

社会教育施設として各種講座事業を開催することにより、市民の教養の向上、健康の増進、
生活文化の振興、社会福祉の増進等に寄与し、生涯学習の場の提供として、今後も継続的に
開催する必要がある。 

課
題
等 

社会教育法に基づく社会教育施設として、各種の教室・講座やイベント等を開催し、生
涯学習の場の提供及び生涯学習時代に対応した公民館の役割を果たせるように努力して
いるが、今後、事業の実施方法等を検討していく必要がある。 

社会教育法に基づく社会教育施設として、各種の教室・講座やイベント等を開催し、生涯学
習の場の提供及び生涯学習時代に対応した公民館の役割を果たせるように努力しているが、
今後、講座の内容等を検討していく必要がある。 

６１ ああげげおおふふるるささとと学学園園  
運運営営事事業業  

（生涯学習課） 評
価
結
果 

効
率
性 

地区公民館４館（東西各２館）において生涯学習推進員の協力を得て講座を開設するこ
とにより、期間・内容とも参加しやすい形態となり、事業効果、運営面においても効率
的に実施できた。 

平成２１年度は事業の見直しにより、５公民館（東３館・西２館）で実施したが、平成２２
年度はさらに見直し、生涯学習推進員を東西に担当分けし、４公民館（東西各２館）で実施
した。これにより、生涯学習推進員の協力が得やすくなった。 

課
題
等 

今後は内容の累積を図るとともに３つの視点（推進員の養成と支援。協働と連携の推
進。情報提供の推進。）を据えた事業工夫が求められている。 

参加率が平成２０年度・２１年度に比べ大きく下がった。参加者には好評の講座であるた
め、講座開催のＰＲ不足と考えられる。「広報あげお」・市ホームページ・ポスター・チラ
シ等を工夫し PR したい。今後は内容の累積を図るとともに３つの視点（推進員の養成と支
援、協働と連携の推進、情報提供の推進）を据えた事業の工夫が求められている。 

６２ 視視聴聴覚覚ラライイブブララリリーー  
運運営営事事業業  

（図書館） 

評
価
結
果 

有
効
性 

市内で生涯学習活動、地域活動などを行っている団体がそれぞれの活動で視聴覚機器・
教材を活用しており、その需要は多い。 

市内で活動している登録団体は、自治会、子ども会、生涯学習活動グループ、幼稚園、保育
所など様々である。それぞれの活動の中で、映画会や学習会の開催、団体内の研修会などが
視聴覚教材・機器を活用して行われており、その需要は多い。そのため貸出用機材や教材の
整備を進めるとともに機器の技術講習会を開催するなど、団体活動の支援に供する事業展開
を行っている。 

効
率
性 

少ない経費と人員体制で効率的に運営している。 「登録団体」対象であるため限定された事業のように考えられるが、それぞれの団体に所属
しているメンバー構成は、例えば、自治会ではその地域住民であり、子どもたちであるよう
に、多くの市民が事業対象となっている。平成２２年度は若干利用が減少したが、約１万人
に活用されている。（１人あたり経費約３２５円） 

課
題
等 

社会環境の変化とともに機材や教材も変化しており、かつて 16 ミリフィルムやビデオテ
ープが多く利用されていたが、現在はＤＶＤの要望が多くなっている。しかしタイトル
数が少ないため十分な対応ができていない。 
今後は多く利用されているプロジェクターやＤＶＤ、その他ニーズに合った機器・教材
などを整備し提供していく必要がある。 

社会環境の変化とともに視聴覚教材や機器もパソコンを利用した活動の増加、16 ミリフィル
ムやビデオテープの利用からＤＶＤ利用へと変化している。しかし、所有するプロジェクタ
ーの老朽化やＤＶＤソフトのタイトル数が少ないなど対応が十分とはいえない。 
今後利用増が見込まれるプロジェクターやＤＶＤレコーダ、ＤＶＤソフト、その他ニーズに
合った機器・教材などを整備し提供していく必要がある。 

６３ 図図書書館館資資料料整整備備事事業業  

（図書館） 

評
価
結
果 

効
率
性 

図書館の利用が増大する中、本館と８つの分館・公民館図書室とのネットワ－クを強化
し利便性の向上を図るとともに、県立図書館や他の市町図書館と連携し相互貸借（広域
利用）を促進して、きめ細やかなサ－ビスを提供している。 

図書館の利用が増大する中、本館と８つの分館・公民館図書室とのネットワ－クを強化し利
便性の向上を図る。また、県立図書館や他の市町図書館と連携し、資料の相互貸借（広域利
用）を促進して、より多くの市民の多様化するニーズに対応できるようきめ細やかなサ－ビ
スを提供している。 

課
題
等 

社会的動向や市民からの幅広い要望に対応するため、情報発信の拠点施設として、図書
館資料や情報を計画的・積極的に収集し、提供していく必要がある。 

社会的動向や市民からの幅広い要望に対応するため、情報発信の拠点施設として、図書館資
料や情報を計画的・積極的に収集し、提供していく必要がある。今後は従来からの紙ベース
の基本資料に加え、ＣＤ・ＤＶＤなどの視聴覚資料も幅広く収集したり、インターネットの
データベース資料等の提供を行うほか、電子書籍等新しい形態の資料についても収集を検討
する。 
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№ 事 業 名 
修正 
箇所 

協 議 当 初 提 出 案 修  正  案 

６４ 学学校校施施設設開開放放  
（（生生涯涯学学習習））事事業業  

（生涯学習課） 

評
価
結
果 

有
効
性 

市民の学びの場、あるいは、交流の場として活用されている。平成１９年１１月に芝川
小学校の特別教室を開放し、市東側の生涯学習団体の活動拠点として、更なる利用が期
待できる。 

市民の学びの場、あるいは、交流の場として活用されている。また、地域に開かれた学校づ
くりに貢献することが期待できる。 

効
率
性 

土日・夜間など学校教育の空きの時間帯を利用し、校内の教室を活用している。それぞ
れ団体の都合にあわせて活動することが可能である。 

土日・夜間など学校教育に支障のない範囲で開放し、校内の教室を活用している。それぞれ
団体の都合にあわせて活動することが可能である。 

課
題
等 

生涯学習団体の活動拠点として、さらに市民に周知し、利用の拡大を図る。 平成２４年４月から富士見小学校の特別教室を開放する予定である。 
生涯学習団体の活動拠点として、さらに市民に周知し、利用の拡大を図っていく必要があ
る。 

６７ 人人権権教教育育推推進進事事業業  
（（指指導導課課所所管管分分））  

（指導課） 
評
価
指
標 

  

６８ 美美術術展展覧覧会会事事業業  

（生涯学習課） 

評
価
結
果 

有
効
性 

市内で唯一の公募展であり、市民文化の向上に寄与している。 市内で活動している美術サークルや写真の愛好会は少なくない。また個人で趣味として創作
活動を行っている市民も多い。市民ギャラりーを申し込む団体や個人の数や熱意がそれを如
実に表している。芸術、創作活動は自己実現に繋がり潤いと活気のある生活を人に与える。
美術に関心がある市民が気軽に作品を発表し、それについて評価を与えられ、専門的な講評
も受けることができる市内で唯一の公募展であり、市民の文化意識の向上に寄与している。 

効
率
性 

出品料(1 点 1，000 円)を徴収することにより、運営費の一部を参加者も負担している。
運営についても、審査及び搬入搬出と当日の受付の一部を美術家協会が担当するなど役
割分担している。 

出品料(１点 1,000 円)を徴収することにより、運営費の一部を参加者も負担している。運営
については、会場の展示パネル設置、出品作品の搬入時受付け、作品の展示、開催期間中の
部門ごとの受付などを美術家協会が担当するなど市と共同して事業を実施しており、事業コ
スト削減に効果をあげている。 

課
題
・
方
向
性 

出品者数の減少・高齢化等が課題。しかし広く市民に公募する展覧会は、市内で唯一で
あり、作品の発表の機会を提供し、市民の芸術活動を支援するための必要性、重要性共
に高い事業である。今後、出品者及び来場者の一層の増加を図っていきたい。H23 年度は
高校生以下の出品料半額にし、学生層増加を図る。 

出品者数の減少、美術家協会と出品者ともに高齢化、この点が大きな課題となっている。市
内で唯一市民のための美術展であり、作品の発表の場を提供し、市民の芸術活動を支援する
ための必要性、重要性ともに高い事業と考えている。今後は多くの市民の関心をひく周知方
法を考え「応募したい」と思ってもらえるよう考えていきたい。また美術家協会とも、従前
の事業のあり方にとらわれずに、現在や今後の市民にも関心をもたれる美術展覧会のあり方
について、かなり掘り下げた話し合いが必要と考える。平成２３年度は高校生以下の出品料
を半額にし、学生層増加を図るなどの試みを行いたい。 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

研修会参加者数 １９８人 １９８人 １９８人 ６回×３３名 

作文・標語集等の配布率 １００％ １００％ １００％ 配布数／児童生徒数×１００ 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

研修会実施回数 ８ 回 ７ 回 ８ 回 人権教育に係る研修会の実施回数 

研修会参加者数 １９８ 人 １９８ 人 １９８ 人 研修回数６回×３３名 

作文・標語集等の配布率 １００ ％ １００ ％ １００ ％ 配布数／児童生徒数×１００ 
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№ 事 業 名 
修正 
箇所 

協 議 当 初 提 出 案 修  正  案 

６９ 市市民民音音楽楽祭祭事事業業  

（生涯学習課） 

評
価
結
果 

有
効
性 

平成２３年度で３８回を数え、市民の音楽グループの発表の場として定着している事業
である。実行委員会形式により参加団体全体で取り組んでおり、その過程を通して相互
の交流を深め、より一層の合唱活動の向上・発展を期待することができる。 

市民の音楽グループの発表の場として定着している。実行委員会形式により参加団体が全体
で取り組んでいる事業である。開催前に開かれる会議では、参加グループがどのような発表
の場を作り上げていこうか活発な意見交換がされる。またプログラム作成や当日の運営を各
グループで分担するため、その過程をとおしての交流を深め、各グループは相互に刺激しあ
う関係にある。 

効
率
性 

ポスター・チラシなどの印刷物についても、実行委員がデザイン・印刷し、コスト削減
に努めている。 

予算の多くを会場費（賃借料）が占めているが、ポスター・チラシなどの印刷物について
は、実行委員がデザイン・印刷するなど、コスト削減に努めている。合唱、器楽演奏の発表
会は単独で行うと多くの経費がかかるが、市民に金銭的負担をあまりかけない事業であり、
参加団体、参加者数を見ると十分予算に見合う効果はあがっていると考える。 

課
題
・
方
向
性 

出演団体員の高齢化など、現状の形での開催が今後次第に困難になっていく部分があ
る。出演団体が行っている自主公演と市民音楽祭との連携などについても検討が必要で
ある。また、文化芸術の中の音楽に関する支援の方策として、発表の場を行政で提供す
る現状の方法から別の支援方策へ転換することも合わせて検討する必要があると思われ
る。なお、音楽祭のほかに発表の場が少ない団体にも考慮しながら、慎重な検討が必要
である。 

出演団体員の高齢化などで現状の形での開催が今後次第に困難になっていく部分がある。一
般に若い世代は既存の団体（グループ）に属することを余り好まず、多くのグループが新入
会員の獲得に苦労しているのが現状である。各グループが新会員を募集するのは必要だが、
全世代が既存のグループに加入し活動するということは難しいことである。吹奏楽や邦楽経
験者に声を掛けると同時に、若い方や子育て世代が時を経て合唱等のグループに参加できる
気持ちと状況になるのを待ち、新規会員を探していく必要はある。また、発表の場を行政で
提供する現状の方法から、別の支援方法があれば、そちらへ転換することも合わせて検討す
る必要があると思われる。なお、音楽祭の他に発表の場がない団体にも考慮しながら、慎重
な検討が必要である。 

７０ 文文化化芸芸術術振振興興事事業業  

（生涯学習課） 

評
価
結
果 

有
効
性 

文化団体連合会については、上尾市文化芸術祭の実施や機関紙の発行など、上尾市の文
化団体の活動支援などを行っている。 

上尾市文化団体連合会は、市内で活躍する芸術家、芸術文化団体による分野を越えた横の連
携・交流を基盤に、上尾市の芸術文化振興を担っている。また、上尾市文化芸術祭の開催や
機関紙の発行などの事業を展開し、自らの文化･芸術活動の発表を通じて、市内文化の活性化
を図っている。また市内の文化団体や芸術家の活動支援などを行っている。 

効
率
性 

文化芸術の振興について、市民団体が自らの力で実施しており、効率性が高い。 上尾市文化団体連合会を支援することにより、上尾市の文化芸術の振興を図っている。また
連合会の運営は、構成会員が自ら行っており、自立性が高く効率よく運営されている。 

課
題
・
方
向
性 

文化団体連合会は、市の文化芸術関係団体のとりまとめ役であり、市の文化芸術の振興
について中心的な役割を果たしている。今後も連携を図りながら支援していく。 

文化団体連合会は、市の文化芸術関係団体のとりまとめ役であり、市の文化芸術の振興につ
いて中心的な役割を果たしている。今後も連携を図りながら支援していくべきである。課題
としては市がかかわる多くの団体と同じく構成会員の高齢化、新規参加の団体が少ないとい
うことである。文化団体連合会は会長を中心にまとまりがある組織であるが、現構成団体だ
けで硬直化する傾向が見られるようになると、新規団体の参入に支障が出ると考えられるの
で、上尾市全体の文化芸術の振興を目的とすることを常に認識してもらうよう、かかわって
いく必要がある。 

７１ 文文化化財財調調査査・・保保存存事事業業  

（生涯学習課） 

評
価
結
果 

効
率
性 

「藤波の餅つき踊り」衣装及び「藤波ささら獅子舞」衣装の新調事業に当たり、埼玉県
文化振興基金を利用することで、市補助金の支出の一部を削減することができた。 

「畔吉ささら獅子舞」獅子頭修理事業では、「ふるさと文化再興事業」として国の補助金
を、「藤波の餅つき踊り」衣装新調事業では、埼玉県文化振興基金をそれぞれ活用すること
で、市補助金の支出の一部を削減することができた。 
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№ 事 業 名 
修正 
箇所 

協 議 当 初 提 出 案 修  正  案 

７２ 発発掘掘調調査査出出土土文文化化財財  
整整理理活活用用事事業業    

（生涯学習課） 
評
価
指
標 

  

評
価
結
果 

有
効
性 

発掘調査報告書を刊行するための整理事業であると同時に、出土した資料を市の文化財
として活用していくための整理作業として必要な事業である。 

遺跡を発掘調査した場合は調査報告書の刊行が義務付けられている。当事業はそのための出
土資料整理事業であると同時に、出土資料を活用していくためにも必要な事業である。 

効
率
性 

膨大な量の資料を十分に精査し、最小限の予算で実施している。 資料数が膨大なため短期間での整理作業は困難であったが、緊急雇用創出基金事業として行
ったことで、短期間に集中して事業を進めることができた。 

７４ 埋埋蔵蔵文文化化財財調調査査事事業業  

（生涯学習課） 

評
価
結
果 

有
効
性 

文化財保護法第９３条に基づく事業であるため、市として行わなければならない事業で
ある。土木工事等については土地所有者等の権利もかかわるため、緊急性が高い。 

文化財保護法第９３条に基づいた、市として行わなければならない事業である。土木工事等
については土地所有者等の権利も関わるため緊急性が高い。また、文字資料が出現する以前
の市の歴史を解明していくうえで必要な事業である。 

効
率
性 

費用対効果については、本来あるべき設備、機材の利用を抑制して、十分に精査を行い
最小限の予算で実施している。また、類似事業・関連事業はなく、極めて効率的に行っ
ている。 

国及び県の補助金により、市費支出の削減が可能となっている。また、調査費用は事業者負
担が原則だが、これらの補助金と市費によって個人住宅建設・農地改良等に伴う調査費を負
担することが可能であり、市民の負担を軽減することが可能となっている。 

課
題
・
方
向
性 

文化財保護法に基づく事業であり、必要性、妥当性は極めて高く、常に必要な事業とな
っている。しかし、試掘調査や発掘調査の実施は、必要に応じて行われるため、計画的
な人員配置が難しい。 

文化財保護法に基づく事業であり、必要性、妥当性は極めて高く、常に必要な事業となって
いる。しかし、試掘調査や発掘調査の実施は、必要に応じて行われるため、計画的な人員配
置が難しい。 
また、市民に対する埋蔵文化財包蔵地や制度の周知の徹底が課題である。 

７７ ススポポーーツツ大大会会等等開開催催事事業業  

（スポーツ振興センター） 

評
価
結
果 

有
効
性 

平成２２年度の各種大会については、体育協会の全面的な協力を得て開催することがで
き、概ね参加者数など目標は達成できた。 
市民体育祭については、雨天の為、初めて上尾運動公園体育館での開催となった。ま
た、市民駅伝については、会場を丸山公園から上尾運動公園へ場所を変えての開催であ
ったが、共にほぼ企画通り運営できた。 

平成２２年度の各種大会については、体育協会の全面的な協力を得て開催することができ、
概ね参加者数など目標は達成できた。 
市民体育祭については、雨天の為、初めて上尾運動公園体育館での開催となった。また、市
民駅伝については、会場を丸山公園から上尾運動公園へ場所を変えての開催であったが、共
にほぼ企画通り運営できた。初期の目標通り運営できた。 

効
率
性 

市民体育祭や上尾シティマラソンなどスポーツ大会については、企画・運営は職員が行
っているが、事前準備・大会当日の進行などは体育指導委員や体育協会をはじめ、様々
なボランティアを活用している。行政と市民との協働での事業推進を進め効率的に実施
している。 

市民体育祭や上尾シティマラソンなどスポーツ大会については、企画・運営は職員が行って
いるが、事前準備・大会当日の進行などは体育指導委員や体育協会をはじめ、様々なボラン
ティアを活用している。行政と市民との協働での事業推進を進め効率的に実施している。 

７８ 学学校校施施設設開開放放  
（（ススポポーーツツ振振興興））事事業業  

（スポーツ振興センター） 

評
価
結
果 

有
効
性 

生涯スポーツ・レクリエーションの需要増大が見込まれる中、年間延べ４２万６千人以
上の利用があり、教育委員会が管理する施設を有効に活用している。 

生涯スポーツ・レクリエーションの需要増大が見込まれる中、年間延べ４２万６千人以上の
利用があり、教育委員会が管理する学校開放施設を有効に活用している。 

 

 

 

 

 

 

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

     

     

 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明 

遺跡発掘調査出土遺物 
接合業務 

― ― 
遺物収納箱（内寸 336×545×150㎜） 

２３箱分 

平方分署建設に伴う 
発掘調査出土遺物接合 

遺跡発掘調査図面の 
デジタル化事業 

― ― 
Ｂ４サイズ１８６枚 

Ａ２サイズ４２０枚分 

丸山公園整備に伴う 

発掘調査図面のデジタル化 

 


